
（別紙様式４－１）                                    （県立高等学校・中学校用） 
 

（熊本県立第一高等）学校 令和２年度（２０２０年度）学校評価表 
 

１ 学校教育目標 

「くまもとの教職員像」、「県立中学校・高等学校における教育指導の重点」、「人権教育取

組の方向」、「特別支援教育取組の方向」、「県体育保健課取組の方向」及び本校の「白梅の

精神」等に則り、「健全な心身の育成」、「学力の充実」、「地域との連携」を柱に、生徒一

人一人の個性を伸ばしながら、心身ともに健全で叡智に富み、凜とした気品のある心豊かな人

材の育成を目指す。 

そのために、全職員が教育者としての基本的資質（①教育的愛情と人権感覚 ②使命感と向上

心 ③組織の一員としての自覚）や専門性（① 生徒理解と豊かな心の育成 ② 学習の実践的指導

力 ③ 保護者・地域住民との連携）の向上に努めるとともに、互いの連携と協力のもと、創意工

夫を生かした教育の実践に努める。 

 
 

２ 本年度の重点目標 

（１）目的と目標の明確化による共通理解に基づいた協働体制の強化 

（２）進路指導体制の充実による指導力の向上と第一希望の実現 

（３）新学習指導要領及び大学入試制度改革を踏まえた授業改善の推進 

（４）幅広い経験に基づいた自己変革力の育成を図る指導 

（５）道徳教育と人権教育の推進 

 
 

３ 自己評価総括表      
    評 価 項 目 評価の観

点 
具体的目標 具体的方策 評価 成果と課題 

大項目 小 項 目 

 
学校 
経営 
 

組織の連携と全
職員での共通理
解 

学校教育
目標実現
に向けた
組織の連
携の強化 

運営委員会を
中心とした各
部の連携強化 

・各部、各委員会
での入念な打ち合
わせと関係部署の
事前協議 
・運営委員会、職
員会議による協議
と情報共有 
・年度末反省、学
校評価等による検
証 

 
 
 
 Ｂ 
 

直前になるこ
とが多かった
が関係部署と
の確認は実施
することはで
きた。より細
部にわたる確
認が課題とな
った。 

教育環境の整備 
 
 
 
 
 
 
 
 

新型コロ
ナウイル
ス禍に対
応できる
具体的な
学習環境
の整備 

生徒の健康管
理や授業動画
の作成、生徒
の質問に答え
る等のオンラ
インによるシ
ステムの確立 

職員研修の実施や
外部研修会への職
員の参加による具
体的なシステムの
周知や共通理解 

 
 
 
 Ａ 

職員研修実施
後に休校中の
みならず学校
再開後にもグ
ーグルクラス
ルームや動画
配信等のオン
ラインシステ
ムを導入する
ことができた
。 

平日放課
後の有効
活用 
 
 

生徒の主体的
な活動時間の
確保 
 
 

昨年度まで６限終
了後に実施してい
たモジュール学習
の朝の時間帯への
変更 

 
 
 Ａ 

昨年までのモ
ジュール学習
を一高ゼミと
とし、朝課外
の時間に行い
思考力等を伸
ばす時間とし
て活用した。
その結果、放
課後の時間を
生徒の主体的
な活動に充て
ることができ



た。 

働き方改革 働き方改
革に係る
環境整備 
 
 
 

・教職員の平
均勤務時間外
在校時間の昨
年度比25％減 
 
 
 

・新たな学習管理
システムの導入に
よる教職員の負担
軽減 
・個人ならびに各
部からの業務見直
しの提案後に実現
可能なものについ
て運営委員会、職
員会議で検討 
 
 

 
 
 
 
 
 Ｂ 

・教職員の平
均勤務時間外
在校時間につ
いては、昨年
度が平均４８
時間程で、今
年度が１２月
までで４２時
間程という結
果であった。
休校期間中の
時間外勤務の
減少によるも
ので、実態改
善は難しかっ
た 
・業務見直し
については意
見集約をした
うえで検討を
進めている。 

  働き方改
革に係る
教職員の
意識改革 

・休日出張や
土曜授業の振
休の確実な取
得 
 

・毎月開催の衛生
委員会で心配な教
職員について共通
理解を図り、管理
職面談や産業医に
よる面談での改善
策の提示 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ｂ 

休日出張につ
いては、後に
変更してもか
まわないので
必ず振休日を
設定してもら
うことはでき
た。しかし、
確実に消化で
きたとは言え
ない。 
・毎月の衛生
委員会で心配
な職員につい
ての共通理解
を図ることは
できたが産業
医やＳＣ面談
にまで必ずし
も繋げること
はできなかっ
た。 
 

 
学力 
向上 
 

授業の充実 

 

 

 

 

 

 

ア ク テ ィ
ブ ラ ー ニ
ン グ 型 授
業の実践 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

全職員による
最低２回の授
業参観の実施 

２学期に約１か月
の公開授業の期間
を設けて実施し、評
価シートを導入 Ｂ 

・同教科の授
業参観は活発
であるが、他
教科の授業参
観がより活発
になるように
働 き か け た
い。 

アクティブラ
ーニング型授
業をテーマと
した研究授業
及び授業研究
会の実施 

 

 

 

・本校におけるアク
ティブラーニング
型授業の定義の確
認 
・アクティブラーニ
ング型授業に関す
る職員研修の実施 
・全授業者を対象と
した最低１回以上
のアクティブラー
ニング型授業実践

Ｂ 

・授業評価ア
ンケートの結
果を授業担当
者に報告し、
これまでの授
業の振り返り
に活用しても
らうことがで
きた。 



 

 

の取組 
・アクティブラーニ
ング型授業に関す
る教科会の実施 
・授業評価アンケー
トの実施と活用（各
学年：年２回） 

家庭学習時間の
増加 

 

 

各 学 年 家
庭 学 習 時
間の増加 

 

 

平日２時間の
家庭学習時間
の確保 

 

・宅習時間調査等で
生徒の取り組み状
況を把握し、授業の
工夫改善等を教科
会で検討 
・調査の分析を通し
て、担任との二者面
談や教科担当者面
談の実施 

Ａ 

・アンケート
の実施方法を
工夫し、迅速
な処理と生徒
への還元がで
きた。昨年度
よりも、宅習
時間に伸びが
見られる。 

キャリ
ア教育 
(進路 
指導) 

夢実現に心を燃
やし主体的に進
路を切り拓く生
徒の 育 成 

進路情報
の共有化
と発信 

進路環境や生
徒の現状に関
する情報の発
信と共有化推
進 
 

・３年進路検討会、
１～２年学力分析
会の実施と充実 
・「進路ニュース」
（年４回）の発行 
・進路委員を用いた
キャリアガイダン
ス情報の提供 
・進路だより等を
用いた高大接続改
革に関する情報発
信 

  
 
 
 
 
Ｂ 

・プレ進路検
討会の実施等
、休校期間の
有効活用がで
きた。進路だ
よりは月に１
回のペースで
発行できた。
進路委員をも
っと活用すべ
きであった。 

教科指導
力及び進
路指導力
の向上 

各教科との連
携強化による
職員の教科指
導力及び進路
指導力の向上 
 

・大学入試説明会等
参加の促進及び情
報の還元 
・問題作成研修会参
加の促進 
・高大接続改革に関
する情報共有 
・大学入学共通テス
トプレテストに関
する分析 
 

  
 
 
 
 
 
 
Ｂ 

コロナ禍のた
めに研修会や
入試説明会の
中止が相次ぎ
、情報収集や
研鑽の場があ
まりなかった
。共通テスト
プレテストの
分析も教科任
せになってし
まった。 
 

 
 

進路志望
実現に向
けた、生
徒自身の
主体性向
上 

進路志望実現
に向け、生徒
が主体的に選
択し、探究し、
活動する環境
の整備 
 

・オープンキャンパ
スにおける模擬授
業等への主体的参
加の促進 
・キャリアガイダン
ス（出張講義）の実
施（年間１０回以
上、平均参加者３０
人） 
・各種ボランティア
やシンポジウム等
への主体的参加促
進 
・受験の手引きの活
用促進 
・進路資料室の整備
と利用促進 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ 

コロナ禍のた
めに様々な行
事が中止とな
り、生徒の活
動や学習の場
が限られてし
まった。キャ
リアガイダン
スは参加者の
平均が４０名
と い う こ と
で、積極的な
姿勢が目立っ
た。資料の活
用についても
促すことがで
きた。 

 
生徒 
指導 
 

生徒指導の継続
と徹底 

 

基本的な
生活習慣
の確立 

自己管理の徹
底 
・整容（身だ
しなみを整え
る習慣） 
・時間の厳守
（遅刻を無く
す） 

・礼節の徹底

・礼節指導、整容
指導、遅刻指導の
実施・定期的に整
容指導（検査）の
実施 

・授業や集会で５

分前に集合できる

よう指導を行う。 

 Ａ 

・朝課外の時
間や各授業の
始業時間に関
して昨年より
遵守できてい
たのではない
かと思う。 
・学校生活時
の整容に関し



（発声挨拶の

徹底） 

て大きく乱れ
ている生徒は
いない。ただ
一部の生徒に
軽微な違反が
見られ、今後
も継続的な指
導を行ってい
きたい。 

 通信機器
の使用に
関するマ
ナーの育
成 
（SNSに関
する指導
） 

通信機器の使
用に関するマ
ナーの育成 
（SNSに関す
る指導） 

SNS等のネットモラ
ルに関する教育を
授業や研修会等で
実施する。 

 
 
 
 
 Ｂ 

・スマホに代
表される通信
機器の進化が
著しくその対
応に苦慮して
いる。今後は
個人のモラル
アップや人権
の意識を高め
るなど様々な
場面で心の教
育を徹底して
いきたい。 

安全教育 交通安全
教育と交
通マナー
の育成 
 

自転車に関す
る交通法規矢
ルール遵守の
徹底 

・定期的に自転車
通学生に対して事
故防止に関する研
修会を実施する。 
・交通安全教育の
一環で毎月２２日
に「交通安全の日
」を設定し、正門
と校舎に横断幕と
垂れ幕を掲げ、生
徒の目に触れさせ
ることで交通安全
に関する意識の高
揚を図る 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Ｂ 

・大きな事故
や違反は無か
ったことは良
かった。ただ
、自転車通学
生へのマナー
に関して外部
から苦情の連
絡が入ること
があり課題が
残った。今後
は交通安全の
日の設定理由
など集会等を
利用して交通
安全の意味や
命の大切さを
訴えていきた
い。 

自主自律の精神 
 
 
 
 
 

規範意識
の高揚と
リーダー
の育成 

一高祭体育部
門や文化部門
及び生徒会行
事の充実 

・生徒会を中心と
した組織の中で生
徒が企画運営に携
わり、生徒達だけ
で学校行事等を充
実させる。・リー
ダー研修会を実施
し、生徒会や部活
動等のリーダーを
育成する。 

 
 
 
 
 Ａ 

・コロナ禍の
影響で多くの
行事が中止に
なった。文化
部門をはじめ
実施された行
事に関しては
生徒会が中心
となって見事
成功裏に終わ
ることができ
た。 
・部活動リー
ダー研修会が
開催できなか
ったことが残
念であった。 

人権教
育の推
進 

教育活動全体を
通じた人権教育
の推進 
 
 

職員、生
徒の人権
意識の高
揚 
 
 

 

人権教育推進
の年間指導プ
ログラムの実
践 

 

 

・人権教育講演会の
実施 
・教育相談部と合同
の職員研修（年３
回） 
・各学年人権 LHR を
実施 （年３回） 

  
 
 
 
 
 
 Ｂ 

講演会につい
て 3 部合同で
行ったが、コ
ロナ禍で 2 学
年を 2 か所に
分けて、サテ
ライト形式で



 対応した。人
権 LHR は、実
施美を変更し
たが、予定と
おり 3 回実施
することがで
きた。 

「命を大切にす
る心を育む指
導」の推進 
 
 

 

 

 

自他の
「命」を
尊重し、
慈しむ態
度と心構
えを育む
取組、及
び自らの
自尊感情
を高める
ためのス
トレス対
処に関す
る取組 

 

 

教科指導や学
年（学級）指
導等、全ての
場面で「命を
大切にする心
を育む指導」
を根底に据え
た教育の実践
とストレス対
処プログラム
の実施 

・「命を大切にする
心を育む指導」プロ
グラムの周知 
・授業、HR 活動及び
特別活動 （部活動
等）で、生徒が主体
的に活動する内容
を盛り込んだ取組
の実施 
・校内研修や講演会
の実施と職員の意
識向上 
・ワークショップに
よるストレス対処
プログラム 
・生徒人権委員会実
施（月１回） 

 
 
 
 
 
 
 Ｂ 

本年度は、コ
ロナ禍で、命
を考える機会
を得ることが
多かった。生
徒人権委員会
を中心に文部
科学大臣のメ
ッセージの朗
読や印刷物の
配布を行い、
偏見や差別の
防止に発展さ
せることがで
きた。講演と
リンクさせ、
ストレス対処
のワークショ
ッ プ を 行 え
た。 

いじめ
の防止
等 

健全な人間関係
の構築 

 

 

 

い じ め 根
絶 に 向 け
た取組 

 

 

 

 

いじめ防止の
年間指導プロ
グ ラ ム の 実
践。 
アンケート結
果への組織的
対応 

・「いじめ防止の日」 
（毎月１０日１回
実施）と「いじめを
許さない宣言文」 
の宣誓（→いじめゼ
ロを目指す） 
・全学年の生徒人権
委員会主導でいじ
め防止についての
ＬＨＲを実施 
・いじめについての
アンケート（４回）
結果を受けての組
織的対応 

 
 
 
 
 
 
 
 Ｂ 

いじめを許さ
ない宣言は、
生 徒 の 発 案
で、復唱をク
ラスで積極的
に行うよう放
送アナウンス
内容を変えて
実施した。い
じ め 防 止 の
LHR で時間を
十分とること
ができなかっ
たが、毎月の
人権委員便り
でクラスへの
働きかけを行
った。いじめ
についてのア
ンケートでは
重大な事案は
なかったが、
人間関係での
行き違いがあ
り、学年、担任
で対応を行っ
た。 

特別支
援教育 

気づきと理解に
基づいた対応 
 

特 別 な 教
育 的 支 援
が 必 要 な
生 徒 の 実
態 把 握 と
具 体 的 支
援 策 の 検
討・実施 
 

生徒が安心し
て学校生活を
送れる環境づ
くり 
 

・組織的な支援体制
の構築（特別な支援
や配慮を必要とす
る生徒への対応） 
・学年会、教育相談
部会、校内委員会を
通しての情報収集・
共有と関係職員と
の連携 
・生徒理解研修によ
る全職員の共通理
解 
・ＳＣや外部機関と
の連携 

 
 
 
 

 
 
Ｂ 

部 会 や 学 年
会、生徒理解
研修を通して
情報共有を行
い、SCと連携
して対応する
こ と が で き
た。特別支援
対象生徒を外
部機関に繋げ
られたことは
良かったがケ
ース会議や校
内委員会を充
実させたい。 

地域連 地域と連携した 地域の小 様々な自然災 ・年５回の学校運  ・コロナの影



携(ｺﾐｭﾆ
ﾃｨ･ｽｸｰﾙ
など) 

防災コミュニテ
ィースクールの
実働化 

中学校や
自治会と
連携した
防災マニ
ュアルの
有効活用 

害に対応でき
る防災マニュ
アルの有効活
用のために実
践的な避難訓
練の実施 

営協議会の開催 
・一新地区の防災
訓練への生徒・職
員の参加 
・避難所運営に関
する防災講習会へ
の職員参加 

 
 
 Ｂ 

響で計画通り
に実施するこ
とはできなか
ったが、実施
できた学校運
営協議会は充
実した内容と
なった。 
また、実践的
な避難訓練は
予定通り実施
することがで
きた。消防署
から指摘を再
検討し次年度
に繋げたい。 

  
 
 

４ 学校関係者評価 

 学校関係者評価委員の皆さんから、学校評価アンケート結果や学校評価の自己評価を踏まえた意見や

提言をいただいた。本校の教育活動全般については高い評価をいただいており、本校への期待の大きさ

が伝わる内容であった。主な意見や提言等に関しては以下のとおりである。 

・アンケート結果から肯定的な評価が 90％を超える項目が多く素晴らしい学校経営がなされていると

感じた。しかし、あまり当てはまらない、まったく当てはまらないも若干あり、そこに目を向けていく

ことも大事ではないか。 

・読書について、生徒、保護者、教職員で評価に差がある。何をもって「読書」というのか。「読書」

に対する認識がどのようなものか、すり合わせると評価も違ってくるのではないか。 

・働き方改革については、月４５時間以内は難しいが、オンラインが働き方改革の活路に繋がるのでは

ないか。また、トップの姿勢が大切である。 

 ５ 総合評価 

本校教職員に対する学校評価アンケートでは、本年度の学校教育目標について、本校の教職員はすべ

て理解しているという結果であったことは評価に値すると思われる。 

年度当初に、各部で具体的目標ならびに達成のための方策も計画されたが、新型コロナウイルス禍で

計画通りに行事や校外活動等を実施することができなかった、特に、進路指導や生徒指導、地域連携の

面で当初予定していた具体的な方策を実施できなかったが、オンラインや等で代替措置も可能な範囲内

で行うことができ、新たな発見となった。今後に活かしていきたい。 

学力向上については、授業の充実のために職員で共通理解を図りながら授業参観や職員研修等を実施

することで、生徒の授業評価も向上した。 

人権教育については種々の取組を行いながら、学期一回のいじめアンケートを丁寧に行いながら重大

な事案に発展することを防ぐことができた。  

 ６ 次年度への課題・改善方策 

・働き方改革について、年度末反省を業務の精選・削減の観点から行ってきており、具体的な取組とと

もに職員の意識も高まってきている。今後も継続して取り組んでいきたい。 

・グーグルクラスルームの導入等オンラインによる種々の取組を更に進め、コロナ禍への対応や業務削

減に繋げていきたい。そのためにも環境整備や職員研修等による個人のスキルアップが課題となる。 

・授業改善を更に進めるとともに、令和４年度の新学習指導要領から導入される「観点別学習評価」の

についての研究、理解を進めていく。 

・学校と保護者との連絡、連携における認識において若干の差が生じているところの分析と改善が必

要である。 

 


